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提案理由 

 指定管理者制度を規定し、住民サービスの向上、福祉の増進を図るた

め。 
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愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例の一部を改正する条例 

愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例(令和７年愛南町条例第10号)の一部を

次のように改正する。 

第８条を第12条とし、第７条の次に次の４条を加える。 

(指定管理者による管理) 

第８条 ｂ＆ｇあいなんの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」と

いう。)第244条の２第３項の規定により、法人その他の団体であって町が指定す

るもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。 

２ 前項の規定によりｂ＆ｇあいなんの管理を指定管理者が行う場合において、当

該指定管理者は、必要があると認めるときは、第４条及び第５条の規定にかかわ

らず、あらかじめ町長の承認を得てｂ＆ｇあいなんの開館時間又は休館日を変更

することができる。 

(指定管理者が行う業務) 

第９条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(１) 第３条各号に掲げる事業の実施に関する業務 

(２) 施設及び設備の維持管理に関する業務 

(３) 前２号に掲げるもののほか、ｂ＆ｇあいなんの運営に関する事務のうち、

町長のみの権限に属する事務を除く業務 

(原状回復義務) 

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の２第11項

の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やか

に原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限り

でない。 

(損害賠償義務) 

第11条 指定管理者は、故意又は過失により施設又は設備を損壊し、又は滅失した

ときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長

が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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愛南町子どもの居場所ｂ＆ｇあいなん条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 

第１条～第７条 略 第１条～第７条 略 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (指定管理者による管理) 

(新設) 第８条 ｂ＆ｇあいなんの管理は、地方自治

法(昭和22年法律第67号。以下「法」とい

う。)第244条の２第３項の規定により、法

人その他の団体であって町が指定するもの

(以下「指定管理者」という。)に行わせる

ことができる。 

＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

２ 前項の規定によりｂ＆ｇあいなんの管理

を指定管理者が行う場合において、当該指

定管理者は、必要があると認めるときは、

第４条及び第５条の規定にかかわらず、あ

らかじめ町長の承認を得てｂ＆ｇあいなん

の開館時間又は休館日を変更することがで

きる。 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ (指定管理者が行う業務) 

(新設)＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第９条 指定管理者は、次に掲げる業務を行

うものとする。 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿ 

(１) 第３条各号に掲げる事業の実施に関

する業務 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿ 

(２) 施設及び設備の維持管理に関する業

務 

＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

(３) 前２号に掲げるもののほか、ｂ＆ｇ

あいなんの運営に関する事務のうち、町

長のみの権限に属する事務を除く業務 

＿＿＿＿＿＿＿＿ (原状回復義務) 

(新設)＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿_＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満

了したとき、又は法第244条の２第11項の規

定により指定を取り消され、若しくは期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の

停止を命ぜられたときは、その管理しなく

なった施設又は設備を速やかに原状に回復

しなければならない。ただし、町長の承認

を得たときは、この限りでない。 

＿＿＿＿＿＿＿＿ (損害賠償義務) 

(新設)＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 第11条 指定管理者は、故意又は過失により
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＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿ 

施設又は設備を損壊し、又は滅失したとき

は、それによって生じた損害を町に賠償し

なければならない。ただし、町長が特別の

事情があると認めるときは、この限りでな

い。 

(委任) (委任) 

第８条 略 第12条 略 

 


